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　高齢者の皆さんが、住み慣れた地域で暮らし続けられるように、できる
限り要介護にならないように、介護保険法が改正されました。
　介護予防事業に参加する等の適切な介護予防や要介護状態となっても、
安心した生活を続けられるように支援を行う総合機関として新たに地域包
括支援センターが設置されます。
　鹿部町地域包括支援センターの公平・中立な運営を図るため、鹿部町地
域包括支援センター運営協議会を設置し、８月９日（水）に第１回運営協
議会が開催されております。
　同センターは１０月１日に、役場民生課内に２名の職員を配置（兼務）し、設置運営します。
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������　森町・鹿部町にお住まいの方は、どなたでも参加できます。
�� � ��　無　　料
������　平成１８年９月２８日（木）
������　森町保健センター　保健師　�０１３７４－３－２３１１
　　　　　　　鹿部町役場　保健師　�０１３７２－７－５２９０・５２９１
　　　　　　　北海道渡島保健所　子ども・保健推進課　精神保健福祉係　�０１３８－４７－９５４７

第２日目第１日目

平成１８年１０月１１日（水）
　　　　　　　１３：３０～１５：３０

平成１８年１０月５日（木）
　　　　　　　１３：３０～１６：００

　日時

鹿部中央公民館森町公民館（福祉センター）　場所

◎語らい
　～精神障がいの当事者や家族、ボランティア等
がそれぞれの立場で語り合います。
◎グループワーク
　～小グループで感想等を自由に話します。

◎精神障がいの理解について
　　　～うつを理解する～

講師：函館渡辺病院　三上昭廣院長
◎保健師のお話
　　　～精神障がい者を支えるために～

　内容
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障
害
児
施
設
（
知
的
障
害
児
施
設
、
知
的
障
害
児
通
園
施
設

盲
ろ
う
あ
児
施
設
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
、
重
症
心
身
障
害

児
施
設
）
は
現
在
の
措
置
か
ら
契
約
制
度
に
変
わ
り
ま
す
。
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障
が
い
を
持
つ
お
子
様

の
保
護
者
は
、
北
海
道

（
児
童
相
談
所
）
に
支
給

申
請
を
行
い
、
支
給
決
定

を
受
け
た
後
、
利
用
す
る

施
設
と
直
接
契
約
を
結
び

ま
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
同
様
、

現
在
入
所
し
て
い
る
お
子

様
の
う
ち
障
が
い
の
程
度

が
重
度
で
あ
る
場
合
は
、

満　

歳
に
達
し
た
後
の
延

１８
長
利
用
を
可
能
と
す
る
と

と
も
に
、
重
症
心
身
障
害

児
施
設
に
お
い
て
は
、
満

　

歳
を
超
え
て
い
て
も
、

１８新
た
な
施
設
利
用
を
可
能

と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
障
害
者
自
立
支

援
法
の
施
行
（
平
成　

年
１８

４
月
１
日
）
後
３
年
を
目

途
に
施
設
体
系
の
再
編
等

に
つ
い
て
必
要
な
検
討
を

行
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　

医
療
型
の
障
害
児
施
設
（
第
１
種
自
閉
症
児
施

設
、
肢
体
不
自
由
児
施
設
、
重
症
心
身
障
害
児
施

設
、
肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
）
に
つ
い
て
は
、

サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
の
１
割
負
担
（
福
祉
分
、

医
療
分
と
も
に
）、
食
費
に
つ
い
て
は
、
入
院
時
食

事
療
養
費
の
標
準
負
担
額
分
の
負
担
に
な
り
ま
す
。
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福
祉
型
の
障
害
児
施
設
（
知
的
障
害
児
施
設
、

第
２
種
自
閉
症
児
施
設
、
知
的
障
害
児
通
園
施
設
、

ろ
う
あ
児
施
設
、
肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
）
に

つ
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
費
用
は
１
割
負
担
、

食
費
・
光
熱
水
費
は
、
実
費
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

施
設
利
用
は
、

あ
く
ま
で
保
護

者
と
施
設
の
間

の
利
用
契
約
で

す
。

　

な
お
、
利
用

者
が　

歳
以
上

２０

の
場
合
は
、
利

用
者
本
人
と
の

契
約
に
な
り
ま

す
。
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　８月１２日（土）、鹿部ロイヤルホテルにおいて、星野哲郎先生「鹿
部ぶらり旅」カラオケの夕べが開催されました。審査員には作詞・
作曲家の星野哲郎先生、小西良太郎先生、岡千秋先生、里村龍一先
生などが招かれ、出場者１０名の審査をしました。
　出場された方々は、日頃の練習の成果を十分発揮しようと得意の
曲で熱唱され、会場をから大きな拍手、応援を受けていました。
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平
成
十
八
年
度
鹿
部
町
成
人
式
は
、
八
月

十
四
日
、
午
後
三
時
か
ら
鹿
部
中
央
公
民
館

大
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
二
日
か
ら

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

方
々
が
対
象
と
な
り
、
式
典
で
は
川
村
町
長
、

野
田
町
議
会
議
長
が
今
年
の
成
人
の
方
々
を

お
祝
い
す
る
祝
辞
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
あ
と
、
新
成
人
を
代
表
し
て
、
家
保

充
里
く
ん
（
字
宮
浜
）
と
阿
部
あ
ゆ
み
さ
ん

（
字
鹿
部
）
が
次
の
と
お
り
「
誓
い
の
言
葉
」

を
読
み
上
げ
、
新
成
人
と
な
っ
た
自
覚
と
決

意
が
宣
言
さ
れ
ま
し
た
。
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一
、
私
た
ち
は
、
本
日
成
人
に
な
り
ま
し
た
。

一
、
私
た
ち
は
、
私
た
ち
を
育
成
さ
れ
た
先

生
、
社
会
の
恩
恵
に
感
謝
し
ま
す
。

一
、
私
た
ち
は
、
正
義
と
真
実
と
愛
に
忠
実

で
あ
り
ま
す
。

一
、
私
た
ち
は
、
憲
法
に
保
障
さ
れ
た
平
等

の
権
利
の
も
と
に
、
そ
の
義
務
と
責
任
を
果

た
し
ま
す
。

一
、
私
た
ち
は
、
我
々
の
共
同
体
で
あ
る
郷

土
、
国
家
社
会
と
民
族
及
び
人
類
の
幸
福
と

平
等
の
た
め
共
に
扶
け
あ
い
、
力
を
つ
く
し

ま
す
。

　
　
　

平
成
十
八
年
八
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
成
人
一
同
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誓いの言葉を読み上げる

家保くんと阿部さん
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厚
生
労
働
省
は
６
月
、
２
０

０
５
（
平
成　

）
年
の
が
ん
に

１７

よ
る
死
亡
者
の
総
数
は　

万
５

３２

８
８
５
人
で
、
前
年
に
比
べ
５

５
２
７
人
増
え
た
と
発
表
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
同
年
の
全
死

亡
者
は
１
０
８
万
４
０
１
２
人

で
、
が
ん
に
よ
る
死
亡
者
は
そ

の
う
ち
の　

。
１
％
を
占
め
、

３０

「
日
本
人
の
３
人
に
１
人
は
が

ん
で
死
ぬ
」
と
い
う
状
態
が
続

い
て
い
ま
す
。

　

が
ん
は
１
９
８
１
年
以
来
、

日
本
人
の
死
亡
原
因
の
ト
ッ
プ

を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
の
手
ご

わ
い
が
ん
も
検
診
の
普
及
や
治

療
技
術
の
進
歩
な
ど
に
よ
っ
て
、

治
療
成
績
は
確
実
に
向
上
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
「
予
防
に
ま

さ
る
治
療
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。

特
に
、
検
診
に
よ
る
早
期
発

見
・
治
療
は
が
ん
予
防
の
決
め

手
と
い
え
ま
す
。
定
期
的
に
検

診
を
受
け
て
自
分
の
体
を
守
り

ま
し
ょ
う
。

◇
が
ん
検
診
の
内
容
に
つ
い
て
◇

一
。
胃
が
ん
検
診
（
胃
バ
リ
ウ
ム
検
査
）

　
　

造
影
剤
を
使
っ
て
食
道
、
胃
、
十
二
指
腸
を

撮
影
し
間
接
的
に
見
る
方
法
で
す
。
何
も
飲
食

し
な
い
状
態
で
、
検
診
車
に
て
バ
リ
ウ
ム
を
飲

み
ま
す
。
そ
の
後
、
検
査
台
に
乗
り
仰
向
け
や
、

腹
ば
い
な
ど
、
姿
勢
を
変
え
て
、
色
々
な
方
向

か
ら
７
〜
８
枚
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
を
撮
り
ま

す
。
検
査
時
間
は
５
〜　

分
で
す
。

１０

二
。
大
腸
が
ん
検
診
（
便
潜
血
反
応
検
査
）

　
　

検
査
機
関
に
て
、
便
に
肉
眼
で
確
認
で
き
な

い
血
液
が
混
じ
っ
て
い
な
い
か
を
検
査
し
ま
す
。

　
　

事
前
に
検
査
セ
ッ
ト
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、

自
宅
で
日
を
変
え
て
二
日
間
便
を
取
り
、
専
用

の
容
器
に
入
れ
て
提
出
し
ま
す
。

三
。
個
別
子
宮
が
ん
検
診

　

①
子
宮
頸
部
が
ん
検
診

　

・
細
胞
診
と
い
っ
て
子
宮
の
入
り
口
か
ら
綿
棒

又
は
ヘ
ラ
な
ど
を
用
い
て
細
胞
を
取
る
検
査
を

行
い
ま
す
。
ま
た
、
医
師
の
判
断
に
よ
っ
て
は

子
宮
や
卵
巣
の
状
態
を
超
音
波
で
検
査
す
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。

　

②
子
宮
体
部
が
ん
検
診

　
　

子
宮
の
体
部
の
細
胞
を
小
さ
く
つ
ま
ん
で
取

る
検
査
で
す
。
チ
ク
ッ
と
し
た
痛
み
が
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
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　９月１２日（火）から９月２２日（金）まで申し込み受付。詳細は折り込みチラシをご覧下さい。
���������	
�	�����

　健診は病気の発見だけではなく、病気を未然に防ぐための生活に密着したボディチェックです。
　今回の健診結果で再検査や精密検査が必要と判定された方については、早めに医療機関を受診下さいま
すようお願い致します。また不明な点がある場合は民生課　保健推進係へお問合せください。　
　☆役場　民生課　保健推進係　ＴＥＬ７－５２９０、７－５２９１☆

料　金場　所受付時間日　程対　象検診名

１，７００円鹿部会館
６：００～９：３０
（３０分毎の予約制）

１０月１１日（水）３０歳以上の町民胃がん検診

４００円
検査セットを胃がん検診の会場に提出
して頂きます。

１０月１１日（水）３０歳以上の町民大腸がん検診

頸部がん検診
１，７００円

※個別子宮がん検診は２年に１回の検査となりますので、
今年度は西暦で偶数年生まれの方が対象になります。
※函館市内と森町の産婦人科で受診することができ受診
券を発行していますので、民生課保健推進係へお問合せ
下さい。

２０歳以上の女性町民個別子宮がん検診
頸部・体部がん検診
２，５００円
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障
が
い
の
あ
る
方
々
の
就
職

促
進
の
た
め
、「
集
団
お
見
合

い
」
方
式
に
よ
る
就
職
面
接
会

を
開
催
し
ま
す
。

　

事
業
主
の
皆
様
、
障
が
い
の

あ
る
皆
様
の
積
極
的
な
参
加
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

日
時　

平
成　

年
９
月　

日

１８

２７

　
　
　

午
後
１
時
〜
４
時
ま
で

場
所　

花
び
し
ホ
テ
ル（
函
館
市
）

内
容　

就
職
を
希
望
す
る
障
が

い
者
の
方
々
と
企
業
の

合
同
面
接
会

　

詳
し
く
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

函
館
へ
お
問
合
せ
下
さ
い

�
０
１
３
８
・
２
６
・
０
７
３
５

��������	�
�������������	�
�����

�������	
��������������	
�������

�������	
���������	
��

� � � � � � �

�� � � � �������
�������	
����
�������	
���
���
�������	
���������

��������	������
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独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事

業
特
別
基
金
で
は
、
次
の
方
々

に
内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状
等

を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。

〇
旧
軍
人
等
で
恩
給
等
を
受
け

て
い
な
い
恩
給
欠
格
者
の
方

〇
終
戦
に
伴
い
本
邦
以
外
の
地

域
か
ら
引
揚
げ
て
こ
ら
れ
た
方

　

請
求
書
類
は
、
民
生
課
福
祉

係
窓
口
に
お
い
て
あ
り
ま
す
。

　

資
格
要
件
な
ど
の
お
問
合
せ

は
、
独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念

事
業
特
別
基
金
ま
で

�
０
１
２
０
・
２
３
４
・
９
３
３

　

貸
金
業
者
か
ら
お
金
を
借
り

る
と
き
は
、
次
の
こ
と
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。
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詳
し
く
は
、
渡
島
支
庁
産
業

振
興
部
商
工
労
働
観
光
課

�
０
１
３
８
・
４
７
・
９
４
５
９

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

北
海
道
で
は
、
フ
リ
ー
ダ
イ

ヤ
ル
を
設
置
し
貸
金
業
者
を
利

用
し
て
い
る
方
か
ら
の
苦
情
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
通

話
料
は
無
料
で
す
。

受�
付�
日　

毎
週
月
曜
日
と
金

曜
日

（
祝
・
祭
日
、　

・　

〜
１
・

１２

２９

３
を
除
く
）

受
付
時
間　

　

時
〜　

時
、　

時
〜　

時

１０

１２

１３

１６

電
話
番
号　

０
１
２
０
・
１
・
７
８
３
７
２

受
付
内
容　

　

貸
金
業
に
関
す
る
苦
情
の
申

し
立
て
ま
た
は
相
談

　

ま
た
、
通
話
料
は
有
料
で
す

が
、
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
の
サ
ー

ビ
ス
曜
日
・
時
間
以
外
は
、
道

庁
経
済
部
商
工
金
融
課
に
お
電

話
い
た
だ
い
て
も
相
談
員
が
相

談
を
う
け
つ
け
て
い
ま
す
の
で

ご
活
用
下
さ
い
。

道
庁　

経
済
部
商
工
局
商
工
金

融
課
近
代
化
資
金
グ
ル
ー
プ

�
０
１
１
・
２
３
１
・
４
１
１
１

　
　
　
（
内
線
２
６－

３
６
８
）
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�����　　平成１８年９月２５日（月）から１０月１３日（金）まで
�� � �　　平成１８年１０月１８日（水）
�����　　平成１８年１０月２３日（月）から
������������������	
�����������
����������������
���������	
���
※この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりや環境対策、高齢化対策など地
域住民の福祉向上のために使われます。



���������（９）

��������	
�
����
�����

�������	�������	

　森警察署管内では、７月の刑法犯発生件数が前年比－２件と５ケ月連続で減少しましたが、
これまで減少傾向にあった車上狙いの発生件数が前年比＋１件と増加しました。
　この車上狙い被害の２件にあっては、無施錠による被害でした。
　みなさんも今一度、車を離れる時は施錠の有無と車載物の置き忘れに注意しましょう。
　これからもみなさんの力を合わせて「犯罪のないまちづくり」をしていきましょう。

・高齢者の事故防止～夜行反射材の着用を！
・スピードダウン～無理のない運行計画を！
・全員がシートベルト～シートベルトは命綱！
　　後部座席も含めて同乗者全員が着用を！
・飲酒運転追放～飲んだら乗るな！
　　二日酔いでもアルコールの影響が・・・・！

��������	
����������������

窃盗犯認知件数全刑法犯
認知件数 計自動車盗車上狙い侵入盗

１件０件０件０件１件町　内

�������	
�����

物損事故傷者数死者数発生件数

５件０人０人０件町　内

�������	
�������

�������	
����
�������	
�����������
�������	
�������
������������������	
��
　ゴミの出し方・分け方が非常に悪く、ゴミステーシ
ョンが汚れたり、「ルール違反」ゴミ袋（分別されてい
ないゴミ袋）が残ったままとなっています。このため、
各町内会の環境衛生部長さんや班長さんが大変苦労し
ながらゴミステーションを清掃したり、「ルール違反」
ゴミ袋を整理している状況です。このようなことがな
いよう、ゴミステーションにゴミを出す前には、次の
ことをしっかり確認しましょう。
�������	
����分別されていないと
回収しません。
※回収業者はきちっと分別されるまで回収しません
ので、もし自分の出したゴミが残っていたら、速や
かに分別しなおしましょう。
�������	
����	���
�水分が
多いとゴミステーションを汚すことがあります。ま
た処理費が余分にかかってしまいます。
�������	
������	�����
汚れているものはリサイクルできないため、回収し
ません。

��������	
����
��������	
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����������	���
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�������	
������������
�������	
������������
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��

����
�������	
����
��������������	


電話機や携帯電話、ファクシミリの「短縮ダイヤル」
等を登録している場合は、変更が必要です。（取扱
い説明書をご覧いただくか、販売店にご相談くださ
い）



��������� （１０）
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平成１８年７月３１日現在
（　　）は前月比です

世帯数　１，８３６世帯（＋４）
　男　　２，３５７ 人 （－４）
　女　　２，４７６ 人 （－２）
　計　　４，８３３ 人 （－６）

●６５歳以上の人口 １，１０１人
　高齢化率　　　　２２．７％
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佐　

藤　

悦　

子
さ
ん

新　

山　
　
　

清
さ
ん

蓬
莱
谷　
　
　

勝
さ
ん

米　

本　

昌　

子
さ
ん ��

�
六
四
歳

八
七
歳

六
四
歳

八
〇
歳 �

�宮
浜

本
別

本
別

本
別
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成　

田　
 
篤 　
 
弥 
く
ん

あ
つ 

や

�
�
�

明　

弘 �
�大

岩

�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�

� �����������������������������������������������������������������������������������������

（
注
）お
誕
生
、
お
く
や
み
欄
に
つ
い
て
の

掲
載
は
、
役
場
民
生
課
窓
口
で
掲
載
承
諾

を
頂
い
て
載
せ
て
お
り
ま
す
。


